
阪南市地域まちづくり協議会条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条　この規則は、阪南市地域まちづくり協議会条例（令和６年阪南

市条例第２２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（認定の申請手続） 

第２条　条例第４条第１項の規定による認定を受けようとする団体は、

阪南市地域まちづくり協議会認定申請書（様式第１号）に、次に掲げ

る書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(1)　規約 

(2)　役員名簿 

(3)　構成組織名簿 

(4)　条例第６条第１項に規定する地域計画 

(5)　活動の区域を示すもの 

(6)　その他市長が必要と認める書類 

（認定の決定及び通知） 

第３条　市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、

その内容を審査し、その結果、地域まちづくり協議会の設立を認定し

たときにあっては、阪南市地域まちづくり協議会認定通知書（様式第

２号）により、認定しないときにあっては、その旨を書面により当該

申請書を提出した団体の代表者に通知する。 

（公表） 

第４条　市長は、前条の規定により地域まちづくり協議会の設立を認定

したときは、次に掲げる事項を運用状況等を市ウェブサイト等に公表

するものとする。 

(1)　地域まちづくり協議会の名称 

(2)　事務所の所在地 



(3)　活動の区域 

(4)　認定年月日 

（認定の変更） 

第５条　地域まちづくり協議会は、次の各号のいずれかの事項を変更す

るときは、阪南市地域まちづくり協議会認定事項変更申請書（様式第

３号）に変更内容を証する書類を添付して、市長に提出し、承認を受

けなければならない。 

(1)　規約 

(2)　地域計画 

(3)　活動の区域 

(4)　前各号に定めるもののほか、市長が指定する事項 

２　市長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、そ

の内容を審査し、その結果を阪南市地域まちづくり協議会認定事項変

更承認通知書（様式第４号）により、団体代表者へ通知する。 

３　第１項の規定のほか、次に掲げる事項に係る変更にあっては、阪南

市地域まちづくり協議会認定事項軽微変更届出（様式第５号）を市長

に提出しなければならない。 

(1)　代表者又はその他役員 

(2)　構成組織名簿 

(3)　前各号に定めるもののほか、市長が軽微であると認めた事項 

（地域まちづくり協議会の解散） 

第６条　地域まちづくり協議会を解散したときは、阪南市地域まちづく

り協議会解散届（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２　市長は、前項の届出を受けた場合は、次に掲げる事項を市ウェブサ

イト等に公表するものとする。 

(1)　地域まちづくり協議会の名称 

(2)　解散年月日 

（認定の取消し） 



第７条　市長は、地域まちづくり協議会が次のいずれかに該当するに至

ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 

(1)　条例第４条第１項各号に掲げる要件に該当しなくなったと認め 

るとき。 

(2)　条例第７条各号に掲げる活動を行ったと認めるとき。 

(3)　前各号に掲げるもののほか、市長が地域まちづくり協議会の認定 

を取り消すべき事由があると認めるとき。 

２　市長は、前項の規定による認定の取消しを行ったときは、阪南市地

域まちづくり協議会認定取消通知書（様式第７号）により、当該地域

まちづくり協議会に通知するものとする。 

３　市長は、前項の規定により通知を行ったときは、次に掲げる事項を

市ウェブサイト等に公表するものとする。 

(1)　地域まちづくり協議会の名称 

(2)　取消事由 

(3)　取消年月日 

（その他） 

第８条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附　則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第２条関係） 

年　　月　　日 

 

 

阪南市長　様 

 

申請者　　名　称 

　　　　　代表者住所 

　　　　　代表者氏名 

　　　　　電話番号 

 

 

阪南市地域まちづくり協議会認定申請書 

 

地域まちづくり協議会を設立しましたので、阪南市地域まちづくり協

議会条例施行規則第２条の規定に基づき、次のとおり申請します。 

 

記 

（添付書類） 

(1)　規約 

(2)　役員名簿 

(3)　構成組織名簿 

(4)　条例第６条第１項に規定する地域計画 

(5)　活動の区域を示すもの 

(6)　その他市長が必要と認める書類 

 
１．協議会の名称

 
２．事務所の所在地

〒 

阪南市

 
３．代表者氏名

 
４．設立年月日



様式第２号（第３条関係） 

第　　　　　号 

年　　月　　日 

 

代表者氏名 

 

 

阪南市長　　　印 

 

 

阪南市地域まちづくり協議会認定通知書 

 

 

年　　月　　日付けで申請のあった地域まちづくり協議会の設立

の認定について、阪南市地域まちづくり協議会条例第４条第１項各号の

基準に適合していると認め、地域まちづくり協議会の設立を認定したの

で、その旨通知します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１．協議会の名称

 
２．事務所の所在地

〒 

阪南市

 
３．認定年月日



様式第３号（第５条関係） 

年　　月　　日 

 

 

阪南市長　様 

 

 

申請者　　協議会の名称 

　　　　　代表者住所 

　　　　　代表者氏名 

　　　　　電話番号 

 

 

阪南市地域まちづくり協議会認定事項変更申請書 

 

年　　月　　日付け阪　　第　　　号で認定通知のありました地

域まちづくり協議会の内容を変更したいので、阪南市地域まちづくり協

議会条例施行規則第５条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

 

記 

１．変更内容 

 

 

２．変更後 

 

 

３．変更前 

 

 

４．変更年月日 

 

（添付書類） 

変更内容を証する書類 

 

 



様式第４号（第５条関係） 

第　　　　　号 

年　　月　　日 

 

代表者氏名 

 

 

阪南市長　　　印 

 

 

阪南市地域まちづくり協議会認定事項変更承認通知書 

 

 

年　　月　　日付けで申請のあった地域まちづくり協議会認定事

項の変更について、その内容を審査したところ適合していると認めたの

で、その旨通知します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 
１．変更内容

 
２．変更後

 
３．変更前

 
４．承認年月日



様式第５号（第５条関係） 

年　　月　　日 

 

 

阪南市長　様 

 

 

申請者　　協議会の名称 

　　　　　代表者住所 

　　　　　代表者氏名 

　　　　　電話番号 

 

 

阪南市地域まちづくり協議会認定事項軽微変更届出 

 

年　　月　　日付け阪　　第　　　号で認定通知のありました地

域まちづくり協議会の内容を変更したので、阪南市地域まちづくり協議

会条例施行規則第５条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 変更事項 変更後 変更前

 

 

 

 



様式第６号（第６条関係） 

年　　月　　日 

 

 

阪南市長　様 

 

 

申請者　　協議会の名称 

　　　　　代表者住所 

　　　　　代表者氏名 

　　　　　電話番号 

 

 

阪南市地域まちづくり協議会解散届 

 

年　　月　　日付け阪　　第　　　号で認定通知のありました地

域まちづくり協議会を解散したので、阪南市地域まちづくり協議会条例

施行規則第６条の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

記 

 

 

 

 
１．協議会の名称

 

２．認定年月日

 
３．解散年月日

  

 

４．解散事由



様式第７号（第７条関係） 

第　　　　　号 

年　　月　　日 

 

代表者氏名 

 

 

阪南市長　　　印 

 

 

阪南市地域まちづくり協議会認定取消通知書 

 

　阪南市地域まちづくり協議会条例施行規則第７条第１項に掲げる事由

に該当すると認められるため、阪南市地域まちづくり協議会条例施行規

則第７条第２項の規定により、認定を取り消したので、次のとおり通知

します。 

 

記 

 
１．協議会の名称

 
２．取消事由

 
３．取消年月日


